
保健だより  

 

インフルエンザが流行っています！ 
 

 新年に入り、本校でもインフルエンザで欠席している生徒が増えてきました。 

インフルエンザ等、学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」の措置がとられま

す。医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校はお休みすることになります。 

必ず、学校に連絡し、出席停止証明書（治癒証明書）に医師の証明をもらってから登校してください。 

その間は、欠席扱いになりません。 

【出席停止証明書（治癒証明書）は、学校のＨＰからダウンロードできます。】 

 

＊出席停止期間は「発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで」となっています

ので、最短でも、発症してから 5日間は出席停止となります。 

 

＊発症とは・・・病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状（発熱など）が始まった日のことを 

 指します。病院を受診したときには、医師に症状について相談し、発症日を確認する必要があります。 
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